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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】火災時に建具のコーナー部における火炎の噴出
を防止して、コーナー部における防火性能を向上させた
建具を提供する。
【解決手段】横材もしくは竪材の内周見込面に、竪材も
しくは横材の端部を当接して枠組みしてあり、端部を当
接させる竪材もしくは横材は中空部を有し、竪材もしく
は横材の中空部内に、横材もしくは竪材の内周見込面に
対向する見込面を有する中空部取付金具が設けられてお
り、中空部取付金具の見込面に熱膨張耐火材３２ａが設
けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横材もしくは竪材の内周見込面に、竪材もしくは横材の端部を当接して枠組みしてあり
、
　端部を当接させる竪材もしくは横材は中空部を有し、
　竪材もしくは横材の中空部内に、横材もしくは竪材の内周見込面に対向する見込面を有
する中空部取付金具が設けられており、
　中空部取付金具の見込面に熱膨張耐火材が設けられている
　建具。
【請求項２】
　中空部取付金具は、竪材もしくは横材の中空部内周面に対向する見付面を有し、
　中空部取付金具の見付面に熱膨張耐火材が設けられている
　請求項１に記載の建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、すべり出しサッシ、開きサッシ、外倒しサッシ等の障子を枠に対して開閉自
在に支持したサッシやドア等の建具に関する。　
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、枠と、枠に開閉自在に支持した障子を備える建具において、障子と枠
をステー（障子支持部材）で連結して障子を開閉自在に支持することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０８１７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、火災時に火災の熱により、例えば、障子支持部材の樹脂部分が溶融することに
より、障子が大きく下がり、障子が脱落したり、障子と枠の隙間が大きくなって火炎が噴
出するという不都合があった。　
【０００５】
　そこで、本発明は、火災時に障子の脱落を防止すると共に障子と枠との隙間から火炎が
噴出するのを防止できる建具の提供を目的とする。　
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態は、横材もしくは竪材の内周見込面に、竪材もしくは横材の端部を
当接して枠組みしてあり、端部を当接させる竪材もしくは横材は中空部を有し、竪材もし
くは横材の中空部内に、横材もしくは竪材の内周見込面に対向する見込面を有する中空部
取付金具が設けられており、中空部取付金具の見込面に熱膨張耐火材が設けられている建
具である。
【発明の効果】
【０００７】
　本実施例によれば、火災時における各竪枠等竪材と下枠及び上枠等横材との接続部から
火炎が噴出するのを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施の形態にかかる建具であって、図１１に示すＡ－Ａ断面図であ
る。
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【図２】本発明の第１実施の形態にかかる建具であって、図１１に示すＢ－Ｂ断面図であ
って、ハンドルとサブロックを除いて示す図である。
【図３】本発明の第１実施の形態にかかる建具であって、図１１に示すＣ－Ｃ断面図であ
って、ハンドルとサブロックを除いて示す図である。
【図４】本発明の第１実施の形態にかかる建具であって、下枠の一部を示す平面図である
。
【図５】図１に示す障子受けの図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【図６】図２に示す反り防止金具の図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）
は側面図である。
【図７】図２に示す反り防止受け金具の図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（
ｃ）は側面図である。
【図８】図３に示す下戸先側取付金具（取付金具）の図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）
は正面図、（ｃ）は側面図である。
【図９】図８に示す下戸先側取付金具（取付金具）を取り付けた竪枠と下枠とのコーナー
部を、タイト材を除いて示す斜視図であり、図９に一点鎖線で抜き出して示しているのは
図９に示すＥ－Ｅ断面図である。
【図１０】図３に示す中空部取付金具（取付金具）の図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）
は側面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は上枠及び竪枠との関係を示した側面図である。
【図１１】本発明の第１実施の形態にかかる建具を室内側から見た正面図である。
【図１２】本発明の第２実施の形態にかかる建具であって、障子の下部と下枠とを示す縦
断面図である。
【図１３】本発明の第２実施の形態にかかる建具であって、室内側から見て右側における
障子下部と竪枠とを示す横断面図である。
【図１４】第２実施の形態で用いる係止部材の図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面
図、（ｃ）は平面図である。
【図１５】第２実施の形態で用いる受けの図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、
（ｃ）は平面図である。
【図１６】本発明の第２実施の形態にかかる建具の縦断面図である。
【図１７】本発明の第２実施の形態にかかる建具の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、添付図面を参照して本発明の実施の形態を説明するが、まず、図１～図１１を
参照して本発明の第１実施の形態について詳細に説明する。図１～図３に示すように、第
１実施の形態に係る建具１は、たてすべり出しサッシであり、枠３と、障子５と、障子受
け６とを備えている。　
　枠３は、アルミニウム製の上枠９、下枠１１及び左右の竪枠１３ａ、１３ｂを有し、左
右の竪枠１３ａ、１３ｂは各々上端を上枠９の内周側見込面に当接し、下端を下枠１１の
内周側見込み面に当接して枠組してあり、各上枠９、１１及び左右の竪枠１３ａ、１３ｂ
には中空部を有する中空形材が用いられている。図１に示すように、下枠１１の中空部の
内部には断面略コ字形状を成すスチール製の補強材３９が設けてある。　
　尚、第１実施の形態では、竪枠１３ａは戸先側竪枠であり、竪枠１３ｂは吊り元側竪枠
である。　
【００１０】
　障子５はアルミニウム製の上框１７、下框１９及び左右の竪框２１ａ、２１ｂをガラス
４の四周に框組してあり、各框１７、１９、２１ａ、２１ｂには中空部を有する中空形材
が用いられている。尚、第１実施の形態では、２１ａは戸先側竪框であり、２１ｂは吊り
元側竪框である。　
　図１及び図４に示すように、上枠９と上框１７の間及び下枠１１と下框１９との間には
、吊り元側竪枠１３ｂ側に障子支持部材７が設けてあり、障子５が枠３に対して開閉自在
に支持されている。障子支持部材７は、たてすべり出しサッシのステーである。　
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【００１１】
　図１及び図５に示すように、障子受け６は下枠１１の上面に下枠１１の長手方向に沿っ
て設けてあり、下框１９の下面側に向けて上方に突出した障子載置部６ａと、火災時の熱
により下框に向け膨張する第１熱膨張耐火材３２ａとを備えている。尚、図４に示すよう
に、障子受け６は、障子支持部材７を除いた部分に設けてある。　
　障子載置部６ａには、その上面に上方が開口した熱膨張耐火材保持溝６ｂが形成してあ
り、この熱膨張耐火材保持溝６ｂに第１熱膨張耐火材３２ａが保持されている。障子受け
６の室内側には下枠１１の室内側見付面に配置した第２熱膨張耐火材３２ｂを押さえる熱
膨張耐火材押さえ６ｃが設けてあり、第２熱膨張耐火材３２ｂの室外側面を押さえている
。　
【００１２】
　図１に示すように、上枠９及び下枠１１には各々、その室内側部にタイト材保持部３３
が各上枠９及び下枠１１の長手方向に沿って設けてあり、タイト材保持部３３には、障子
５の室内側面に当接する不燃タイト材３５が保持されている　。
　図２及び図３に示すように、左右の竪枠１３ａ、１３ｂには室内側にタイト材保持部３
７が設けてあり、タイト材保持部３７に不燃タイト材３５が保持されており、上枠９、下
枠１１及び左右の竪枠１３ａ、１３ｂに設けた不燃タイト材３５が障子５の四周に当接し
ている。　
　ここで、図９を参照して、下枠１１と左竪枠（戸先側竪枠）１３ａとのコーナー部につ
いて説明する。左竪枠１３ａには、その室内側見付片１０の内周側にタイト材保持部３７
が形成してあり、左竪枠１３ａの下端部は室内側見付片１０及びタイト材保持部３７の部
分を切除してある。　
　下枠１１にはその室内側見付片１１ａの上端部に室外側に凹んだ凹部１１ｂが形成して
あり、凹部１１ｂの底壁の室外側面にタイト材保持部３３が形成されている。下枠１１の
左側端部は、タイト材保持部３３と凹部１１ｂの上壁部１１ｃとを切除して、上壁部１１
ｃを切除した小口を左竪枠１３ａの室内側見付片１０の下端部を切除した小口に突き当て
部８で突き当てある。換言すれば、この突き当て部８でも下枠１１と竪枠１３ａとが当接
している。　
　尚、図示していないが、下枠１１のタイト材保持部３３に設けた不燃タイト材３５の側
面には各竪枠１３ａのタイト材保持部３７に設けた不燃タイト材３５の端面を当接して縦
横の不燃タイト材３５を連続させている。　
【００１３】
　図３に示すように、左竪枠１３ａには、その下端部の見込面に、スチール製の下戸先側
取付金具４１がねじで固定されている。図３、図８及び図９に示すように、下戸先側取付
金具４１は見付面部４１ａと見込面部４１ｂとで横断面がＬ字形状を成しおり、見込面部
４１ｂを戸先側竪枠１３ａの見込面にねじで固定してある。図９に示すように、下戸先側
取付金具４１の見付面部４１ａは、下枠１１の左端部で上壁部１１ｃを切除した小口と戸
先側竪枠１３ａの室内側見付片１０を切除した小口との突き当て部８の室外側面に重ねて
配置してある。見付面部４１ａにはその障子側面に第３熱膨張耐火材３２ｃが設けてあり
、枠側面（室内側面）には第４熱膨張耐火材３２ｄが設けてある。第４熱膨張耐火材３２
ｄは、下枠１１の上面から突き当て部８の近傍に至る長さを有している。　
　図２に示すように、戸先側竪枠１３ａの室内側見付片１０の室外側面には、下戸先側取
付金具４１を除く、上下方向に亘って第５熱膨張耐火材３２ｅが設けてあり、熱膨張耐火
材押さえ材４２で押えてある。この第５熱膨張耐火材３２ｅは火災時の熱により、対向す
る戸先側竪框２１ａに向けて膨張し、戸先側竪枠１３ａと戸先側竪框２１ａとの間を塞ぐ
。　
　同様に、吊り元側竪枠１３ｂにも、その室内側見付片１０の室外側面に、上下方向に亘
って第６熱膨張耐火材３２ｆが設けてあり、熱膨張耐火材押さえ材４２で押えてある。こ
の第５熱膨張耐火材３２ｆは火災時の熱により、対向する吊り元側竪框２１ｂに向けて膨
張し、竪枠１３ｂと吊り元側竪框２１ｂとの間を塞ぐ。　
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【００１４】
　図２及び図３に示すように、戸先側竪枠１３ａと吊り元側竪枠１３ｂの各中空部１２の
上端部と下端部とには、スチール製の中空部取付金具４４が設けてある。各中空部取付金
具４４は、各竪枠１３ａ、１３ｂと上枠９とのコーナー部及び、各竪枠１３ａ、１３ｂと
下枠１１とのコーナー部に対応して位置し、図１０に示すように、上端部に設けた各中空
部取付金具４４は、上枠側面に第７熱膨張耐火材３２ｇが設けてあり、竪枠側面に第８熱
膨張耐火材３２ｈが設けてある。図３に示すように、下端部に設けた各中空部取付金具４
４は、下枠側面に第７熱膨張耐火材３２ｇが設けてあり、竪枠側面に第８熱膨張耐火材３
２ｈが設けてある。竪枠１３ａ、１３ｂの上端に位置する第８熱膨張耐火材３２ｈは、図
１０（ｄ）に示すように、各竪枠１３ａ、１３ｂの上端部に設けてある横不燃タイト材３
５の呑み込み用切除部６９に近接して位置してあり、同様に、竪枠１３ａ、１３ｂの下端
に位置する第８熱膨張耐火材３２ｈは、各竪枠１３ａ、１３ｂの下端部に設けてある横不
燃タイト材３５の呑み込み用切除部（図示せず）に近接して位置している。　
【００１５】
　図１に示すように、下框１９の中空部２０の内部には断面略コ字形状を成すスチール製
の補強材４５が設けてあり、図２及び図３に示すように、左右の竪框２１ａ、２１ｂの中
空部２２の内部にも断面略コ字形状を成すスチール製の補強材４６が設けてある。　
　下框補強材４５の左右端部には、その室内側見付面に第９熱膨張耐火材３２ｉが設けて
あり、各竪框補強材４６の上端部と下端部とには、各々室内側見付面に第１０熱膨張耐火
材３２ｊが設けてある。　
　第９熱膨張耐火材３２ｉは、火災時の熱により膨張して補強材４５を下框１９に止めて
いるねじとねじ孔との隙間を塞ぎ、第１０熱膨張耐火材３２ｊは、火災時の熱により膨張
して補強材４６を各竪框２１ａ、２１ｂに止めているねじとねじ孔との隙間を塞ぐ。　
　尚、図１に示すように、下框１９の補強材４５の下面には、水抜き孔（図示せず）に対
向する位置に第１３熱膨張耐火材３２ｎが設けてあり、火災時に対向する位置に形成して
ある水抜き孔を塞ぐようになっている。　
　図１及び図２に示すように、ガラス４の四周にはガラスの端部を保持するグレイジング
ガスケット４９が設けてあり、各障子の框１７、１９、２１ａ、２１ｂのガラス保持溝２
９には、溝壁とグレイジングガスケット４９との間にスチール製のガラス保持溝補強材５
３が設けてある。　
【００１６】
　図２、図３及び図１１に示すように、吊元側竪框２１ｂには、スチール製の開き防止金
具６１が上中下の３箇所に設けてあり、対向する吊元側竪枠１３ｂにはスチール製の受け
金具６３が取付けてある。開き防止金具６１は、図６に示すように竪枠側に突出した突片
６１ａを有し、受け金具６３は、図７（ｃ）に示すように室外側壁６３ａ、上壁６３ｂ及
び下壁６３ｃを有し、開き防止金具６１の突片６１ａが室外側壁６３ａ、上壁６３ｂ及び
下壁６３ｃで囲まれる空間Ｓ内に配置してあり、室外側に移動しようとすると室外側壁６
３ａに当接して室外側に外れるのを阻止している。開き防止金具６１の突片６１ａはその
肉厚部分が上壁６２ａと下壁６３ｃとの間に位置して、室外側端６１ｂと室外側壁６３ａ
の肉厚部分（辺と辺）とが交差して位置している。　
【００１７】
　図２に示すように、戸先側竪框２１ａの上部には、戸先側竪框２１ａの見込み面と戸先
側竪枠１３ａの見込み面との間に、スチール製の反り防止金具６５が設けてあり、戸先側
竪枠１３ａには反り防止受け６７が設けてある。反り防止金具６５は見付け面部６５ａを
有し、反り防止受け６７は見込み面部６５ａに対向する水平方向の見付け片部６７ａを有
し、障子５に反りが生じると反り防止金具６５の見付け面部６５ａが反り防止受け６７の
見付け片部６７ａに当接して障子５が大きく反るのを防止する。　
【００１８】
　次に、第１実施の形態にかかる建具１の作用効果について説明する。　
　図１及び図２に示すように、下枠１１の上面に設けた障子受け６は、通常時には障子５
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は障子受け６との間に隙間をあけているので、障子５を開閉するときに邪魔にならない。
　火災時に、火災の熱により、例えば障子支持具７の樹脂製部分が溶融することにより、
障子５が下がると下枠１１の上面から上方に突設している障子載置部６ａに障子５を載置
することにより、障子５が大きく下がって脱落するのを防止する。また、障子５を障子載
置部６ａに載置して支持することにより、障子５が大きく下がって枠３との間に大きな隙
間が生じるのを防止できる。　
　障子受け６は下枠１１の上面から突設して、障子下框１９との間の間隔を狭めているの
で、火災時に障子下端からの通気を抑制できる。　
　また、火災時の熱を受けると障子受け６に設けた第１熱膨張耐火材３２ａが膨張するこ
とで、障子５の下端との隙間を塞ぎ、障子下側から室外側へ火炎が噴出するのを防止でき
る。　
【００１９】
　下枠１１に設けた第２熱膨張耐火材３２ｂ（図１参照）、上枠９に設けた第１２熱膨張
耐火材３２ｋ（図１参照）、戸先側竪枠１３ａに設けた第５熱膨張耐火材３２ｅ（図２参
照）、吊り元側竪枠１３ｂに設けた第６熱膨張耐火材３２ｆ（図２参照）及び下戸先側取
付金具４１に設けた第３熱膨張耐火材３２ｃ（図３参照）が、火災時に膨張して、障子５
の周囲で障子５と枠３との間を塞ぐので、火災時に障子５と枠３との間から火炎が噴出す
るのを防止できる。　
　更に、各第２熱膨張耐火材３２ｂ、第１２熱膨張耐火材３２ｋ、第５熱膨張耐火材３２
ｅ、第６熱膨張耐火材３２ｆ及び第３熱膨張耐火材３２ｃは、不燃タイト材３５に近接し
て設けてあり、膨張したときに不燃タイト材３５の上下左右の端部の繋ぎ目や火災時の熱
で不燃タイト材３５が切れた部分を塞ぐことができるので、不燃タイト材３５の繋ぎ目や
切れた部分から火炎が噴出するのを防止できる。　
　また、図１に示すように、下枠１１では、第２熱膨張耐火材３２ｂと障子受け６に設け
た第１熱膨張耐火材３２ａとが障子５の下框１９に向けて交差する方向に膨張して下框１
６との間を塞ぐので、下枠１１と下框１９との間を効果的に塞ぐことができる。　
　図２及び図３に示すように、吊り元側竪枠１３ｂと吊り元側竪框２１ｂとの間に設けた
開き防止金具６１と受け金具６３とは、突片６１ａを水平にしてその肉厚部分（辺）が受
け金具６３の室外側壁６３ａの肉厚部分（辺）と交差するように配置してあるので、開き
防止金具６１と受け金具６３とが面接触する場合に比較して、面第６熱膨張耐火材３２ｆ
が膨張したときにその膨張を妨げないと共に受け金具６３の突片６１ａの位置調整が容易
にできる。　
【００２０】
　図３に示すように、下戸先側取付金具４１では、上述したように火災時に障子側面に設
けた第３熱膨張耐火材３２ｃが膨張して第５熱膨張耐火材３２ｅがない部分で戸先側竪枠
１３ａと戸先側竪框２１ａとの間を塞ぐほか、図９及び図１１に示すように、枠側面に設
けた第４熱膨張耐火材３２ｄが膨張して、下枠１１の上壁部１１ｃを切除した小口と左竪
枠１３ａの室内側見付片１０を切除した小口の突き当て部８を塞ぎ、かかる突き当て部８
からの火炎の噴出を防止すると共に、左竪枠１３ａの室内側見付片１０を切除した小口と
下枠１１の凹部１１ｂとの間を塞ぐ。また、下戸先側取付金具４１は、見付面部４１を突
き当て部８にあてて、突き当て部８を補強する。　
　尚、戸先側竪枠１３ａと上枠９の突き当て部８との間の空間は、第５熱膨張耐火材３２
ｅが塞ぎ、吊り元側竪枠１３ｂと上枠９の突き当て部８との間の空間は第６熱膨張耐火材
３２ｆが塞ぐ。　
　図２、図３及び図１０に示すように、各竪枠１３ａ、１３ｂの上端部と下端部とに設け
た中空部取付金具４４は、下枠１９との対向面及び上枠９との対向面に第７熱膨張耐火材
３２ｇを設けているので、火災時に各竪枠１３ａ、１３ｂとコーナーを形成する下枠１１
及び上枠９との間を塞ぎ、各竪枠１３ａ、１３ｂと下枠１１及び上枠９とのコーナー部か
ら火炎が噴出するのを防止できる。　
　図１０（ｄ）に示すように、中空部取付金具４４の室内側見付面に設けた第８熱膨張耐
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火材３２ｈは、火災時に膨張して、竪枠１３ａ、１３ｂの各上端部と下端部に各々設けた
横不燃タイト材３５の呑み込み用切除部６９（図１０（ｄ）参照）を塞ぐ。　
　図１及び図２に示すように、上框１７、下框１９及び左右の竪框２１ａ、２１ｂには、
ガラス保持溝５１内にスチール製のガラス保持溝補強材５３が設けてあり、ガラス保持溝
補強材５３によりガラスの四周を保持しているので、火災時にアルミニウム製の上框１７
、下框１９及び竪框２１、２１が溶けた場合でもガラス４を保持して、ガラス４の脱落を
防止できる。　
【００２１】
　以下に本発明の他の実施の形態を説明するが、以下に説明する実施の形態において、上
述した第１実施の形態と同一の作用効果を奏する部分には同一の符号を付することにより
その部分の詳細な説明を省略し、以下の説明では第１実施の形態と主に異なる点を説明す
る。　
　図１２～図１７を参照して、本発明の第２実施の形態を説明する。図１６及び図１７に
示すように、第２実施の形態に係る建具１は、すべり出しサッシであり且つアルミ形材と
アルミ形材の室内側に設けた樹脂形材からなるアルミ樹脂複合サッシである。　
　建具１は、枠３の室内側には樹脂製形材７５が取付けてあり、障子５の各框１７、１９
２１ａ、２１ｂの室内側には樹脂製形材７６が取付けてある。　
　障子５の左右の竪框２１ａ、２１ｂには対向する竪枠１３ａ、１３ｂとの間に障子支持
部材７が設けてあり、障子５の下端が枠３に対して開閉自在に支持されている。障子支持
部材７は、すべり出しサッシのステーである。　
【００２２】
　図１２及び図１６に示すように、障子受け６は、障子下面に向けて突設した障子載置部
６ａと、第１熱膨張耐火材３２ａを保持する熱膨張耐火材保持部６ｂと、熱膨張耐火材保
持部６ｂの室外側で下枠１１の上面にねじで固定するねじ固定部６ｄと、熱膨張耐火材保
持部溝６ｂの室内側で下枠１１の室内側見付け壁に係止する係止部６ｅとを備えている。
熱膨張耐火材保持部６ｂは、障子載置部６ａよりも室外側で室内側を高く傾斜した傾斜面
としてある。　
　また、第２実施の形態では、図１２及び図１３に示すように、障子５において、左右の
竪框２１ａ、２１ｂの各下端の見込み面２１ｃには、係止部材７１がねじ７２で固定して
あり、下枠１１の上面において、左右の竪框２１ａ、２１ｂに対向する位置には受け７３
がねじ７４で固定されている。　
　左右の竪框２１ａ、２１ｂに設けた係止部材７１と、各係止部材７１に対向して下枠１
１に設けた受け７３とは、左右で同じ構成であるから、以下の説明では、一方の係止部材
７１と受け７３について説明する。　
　係止部材７１は、スチール製であり、図１～図３に示すように、竪框２１ａの見込み面
２１ｃにねじ７２で固定する固定部７１ａと、固定部７１ａの下側で対向する竪枠１３ａ
側に突出した見付け壁７１ｂと、固定部７１ａの室内側で樹脂製形材７６の見込み面を覆
う被覆部７１ｃとを備えている。　
　受け７３は、スチール製であり、図１２、図１３及び図１５に示すように、下枠１１の
上面にねじ７４で固定する固定部７３ａと、固定部７３ａから上方に突出した見込み壁７
３ｂとを備えている。　
　係止部材７１の見付け壁７１ｂは、受け７３の見込み壁７３ｂよりも上方で且つ室内側
に位置している。また、図１３に示すように、受けの７３の見込み壁７３ｂと係止部材７
１の見付け壁７１ｂとは平面視で離れた位置にあり略Ｔ字形状を成している。　
【００２３】
　次に、火災時の熱により膨張する熱膨張耐火材及び熱膨張耐火材に関連する構造につい
て説明する。図１２及び図１６に示すように、下枠１１の上面には、下框１９の室内側下
端のコーナー部に向けて膨張する第１熱膨張耐火材３２ａが設けてある。　
　下枠１１の補強材３９は縦断面が略Ｌ字形状を成しており、下枠の排水穴７９に対応す
る位置に第１３熱膨張耐火材３２ｎが設けてある。　
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【００２４】
　図１６に示すように、上枠９の内周面には、上框１７の外周面に向けて膨張する第１１
熱膨張耐火材３２ｋが熱膨張耐火材保持具８１に保持されている。　
　図１７に示すように、左右の竪枠１３ａ、１３ｂの各内周面には、対向する竪框２１ａ
、２１ｂに向けて膨張する第５熱膨張耐火材３２ｅ、第６熱膨張耐火材３２ｆが竪枠１３
、１３の長手方向に亘って設けてあり、第５熱膨張耐火材３２ｅ及び第６熱膨張耐火材３
２ｆは、各々熱膨張耐火材保持具８３に保持してある。熱膨張耐火材保持具３８は、各竪
枠１３ａ、１３ｂの内周側面から内周側に突設した補助部８５にねじで固定している。　
　左右の竪枠１３ａ、１３ｂの各室内側壁１３ｄには、その室外側面に竪枠１３ａ、１３
ｂと対向する竪框２１ａ、２１ｂとの間の空間に向けて膨張する第１４熱膨張耐火材３２
ｐが設けてある。この第１４熱膨張耐火材３２ｐは各竪枠１３ａ、１３ｂの長手方向に亘
って設けてあり、竪枠１３の室内側壁１３ｄと障子支持部材７とで挟んでいる。　
　左右の竪框２１ａ、２１ｂには、各々対向する竪枠１３ａ、１３ｂとの間の空間に向け
て膨張する第１５熱膨張耐火材３２ｑが設けてあり、各第１５熱膨張耐火材３２ｑは外周
側部を、各竪框２１ａ、２１ｂの外周側端部８７の溝内に保持してある。　
【００２５】
　図１６及び図１７に示すように、ガラス４の各角部に設けたガラス間口コーナー金具８
９の外周面には第１６熱膨張耐火材３２ｒが設けてあり、火災時にガラス保持溝補強材５
３との間を塞ぐようになっている。　
　ガラス４の周囲において、ガラス保持溝補強材５３の内周面には火災時にガラス間口と
の間を塞ぐ第１７熱膨張耐火材３２ｓが設けてある。　
　図１７に示すように、左右の竪框２１ａ、２１ｂのガラス保持溝５１には、その室内側
壁に第１８熱膨張耐火材３２ｔが設けてあり、火災時にガラス保持溝補強材５３との間を
塞ぐようになっている。　
　図１６に示すように、下框１９の内部に設けた補強材４５の上面には下框１９の上壁に
形成されている排水穴に対向する位置に第１９熱膨張耐火材３２ｕが設けてあり、火災時
に膨張して排水穴を塞ぐようになっている。　
【００２６】
　尚、第１実施の形態及び第２実施の形態において、第２実施の形態で用いた第１７熱膨
張耐火材３２ｓは熱が伝わり難い箇所に設けてあるので低温熱膨張体（約１６０℃で膨張
を開始する）が用いられており、その他の熱膨張耐火材、即ち第１熱膨張耐火材３２ａ～
第１６熱膨張耐火材３２ｒ、第１８熱膨張耐火材３２ｔ、第１９熱膨張耐火材３２ｕには
一般的な熱膨張体（約２００℃で膨張を開始する）が用いられている。　
【００２７】
　次に、第２実施の形態にかかる建具１の作用効果について説明する。　
　上述した第１実施の形態と同様に、火災時に、火災の熱により障子５の竪框２１ａ、２
１ｂが伸びて、障子５が下がると下枠１１の上面から上方に突設している障子載置部６ａ
が下框１９を載置することにより、障子５が大きく下がって脱落するのを防止する。　
　障子受け６は下枠１１の上面から突設して、障子下框１９との間の間隔を狭めているの
で、火災時に障子下端からの通気を抑制できる。　
　また、火災時の熱を受けると障子受け６に設けた第１熱膨張耐火材３２ａが膨張するこ
とで、障子５の下框１９との隙間を塞ぎ、障子下側から室外側へ火炎が噴出するのを防止
できる。　
【００２８】
　更に、第２実施の形態によれば、図１２及び図１３に示すように、通常時には受け７３
の見込み壁７３ｂの上方で且つ室内側に係止部材７１の見付け壁７１ｂが位置しており、
両者は離れた位置にあり、障子５を開閉するときに邪魔にならない。　
　図１２の二点鎖線Ｅ及び図４に二点鎖線で示すように、火災時には、火災の熱により障
子５の竪框２１ａ、２１ｂが伸びると、係止部材７１の見付け壁７１ｂが受け７３の見込
み壁７３ｂの室内側で対向し且つ室内側から係止することで、障子５が反るのを防止する
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。これにより、障子５の反りにより障子５が下枠１１から室外側へ離れて障子５と枠３と
の間の隙間から火炎が噴出するのを防止する。　
　また、図１２の二点鎖線Ｆに示すように、受け７３の見込み壁７３ｂの上端に係止部材
７１の見付け壁７１ｂが載置した場合には、障子５が下がるのを防止できると共に両者の
摩擦抵抗により係止部材７１の見付け壁７１ｂが室外側へ移動するのを規制するから、障
子５が反るのを防止できる。　
　更に、竪框２１ａ、２１ｂで熱伸びの程度にばらつきがあったとしても、竪框２１ａ、
２１ｂに設けた係止部材７１の見付け壁７１ｂと受け７３の見込み壁７３ｂが図１の二点
鎖線Ｅに示すように室内側から係止したり、図１２の二点鎖線Ｆで示すように載置するこ
とにより、竪框２１ａ、２１ｂの熱伸びの違いによる反りを防止できる。　
【００２９】
　係止部材７１は、固定部７１ａをアルミ形材製の竪框２１ａ、２１ｂに固定してあり、
被覆部７１ｃで樹脂製形材７６の見込み面を覆っているので、火災により樹脂製形材７６
が焼け落ちた場合に、障子５の下部を室外側から見たときに、係止部材７１の被覆部７１
ｃが竪枠１３と障子５との間の隙間を目隠して、通気の拡大を防止できる。　
　図１７に示すように、左右の竪枠１３ａ、１３ｂの各室内側壁１３ｄに設けた第１４熱
膨張耐火材３２ｐは、竪枠１３ａ、１３ｂの室内側壁１３ｄと障子支持部材７とで挟んで
いるので、第１４熱膨張耐火材３２ｐを容易に取り付けできると共に第１４熱膨張耐火材
３２ｐの落下を防止できる。　
【００３０】
　各ガラス保持溝補強材５３には、ガラス４の四周の端面に対向して第１７熱膨張耐火材
３２ｓが設けてあり、火災時に第１７熱膨張耐火材３２ｈｓ熱膨張してガラス４の四周に
おいて、ガラス端面との間を塞ぐから、ガラス保持溝補強材５３とガラス４との間から、
室内の炎を外に噴出するのを防止できる。　
　また、各ガラス間口コーナー金具８７に設けた第１６熱膨張耐火材３２ｒが、火災時に
ガラス間口コーナー金具８７とガラス保持溝補強材５３との間を塞ぐ。左右の竪框２１ａ
、２１ｂでは、ガラス保持溝５１の室内側に設けた第１８熱膨張耐火材３２ｔが火災時に
竪框２１の室内側でガラス保持溝補強材５３との間を塞ぎ、室内の炎を外に噴出するのを
防止する。　
【００３１】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可
能である。　
　例えば、建具１は、外倒しサッシに限らず、すべり出サッシ、たてすべり出しサッシ、
開きサッシ、回転サッシなどの枠３に障子５を開閉自在に支持されたサッシや、ドアであ
って合っても良い。建具１がドアの場合には障子５はドア本体である。　
　下戸先側取付金具４１及び中空部取付金具４４は、スチール製に限らず、アルミニウム
よりも融点が高いものであれば特に制限されない。　
　下戸先側取付金具４１は、枠３の各コーナー部に取り付けても良い。　
　第１実施の形態において、第２実施の形態のように開き側の竪框にのみ係止部材７１を
設け、係止部材７１に対向する位置で下枠１１に受け７３を設けても良い。　
【符号の説明】
【００３２】
　１　　建具
　３　　枠
　５　　障子
　６　　障子受け
　６ａ　障子載置部
　１１　下枠
　１９　下框
　３２ａ　第１熱膨張耐火材
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